
令和３年度 

償却資産（固定資産税）の申告について 

 

甲賀市 

 
 

※既に申告書をご提出いただいているなど、この申告案内と行き違いがございましたらご容

赦ください。 

 

申告は令和３年２月１日（月）までにお願いします 

 

★ 提出先は、甲賀市役所税務課資産税係です。郵送される際には、下記のラベルを切り取っ

てご使用ください。 

★ 平成２８年度の申告より、個人番号（１２桁）又は法人番号（１３桁）の記載が必要です。 

★ 償却資産をお持ちでない場合や、転出・廃業等があった場合は、申告書の備考欄にその旨

を記載して提出してください。 

★ 前年中に資産の増加・減少がない場合でも、申告書は必ず提出してください。 

★ 令和元年以前に取得された資産について申告いただいた場合は、５年度分遡及して賦課決

定いたします（地方税法第１７条の５）。 

★ 申告は、電子申告サービス（エルタックス）でも受付しています。詳しくは、 

  https://www.eltax.lta.go.jp もしくは http://www.city.koka.lg.jp/5533.htm

をご覧ください。 

★ 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定

資産税の課税標準の特例措置に関する申告書の提出期限も同様に令和 3 年 2 月 1 日です。

様式については http://www.city.koka.lg.jp/15168.htm をご覧ください。 

 

【問い合わせ先】        

甲賀市役所 税務課 資産税係  

電話 ０７４８－６９－２１２９ 

FAX  ０７４８－６３－４５７４ 
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◎固定資産税における償却資産とは 

会社や個人で工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いることのできる資産 

（土地及び家屋以外）で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の 

計算上、損金又は必要な経費に算入される性格のものを償却資産といいます。 

償却資産の所有者は、地方税法３８３条の規定により毎年１月３１日（本年は２月１日）までに１月１

日（賦課期日）現在における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在する市町村長に申告す

る義務があります。例えば次のようなものが対象となります。 

１．構築物 

(建物付属設備を含む) 

煙突、水槽、舗装路面、門塀、庭園、ネオン塔、ネットフェンス、緑化施設、 

受変電設備、中央監視制御装置、特定の生産又は業務用の設備、屋外の給排水

設備等 

２．機械及び装置 

工作機械、織機、印刷機械、各種産業用機械及び装置、太陽光発電設備、    

ブルドーザー・パワーショベル等の建設機械に該当する大型特殊自動車   

（ナンバープレートの分類番号：「０」「００～０９及び０００から０９９」）等 

３．船舶 ボート、釣船、漁船、遊覧船等 

４．航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等 

５．車両及び運搬具 

フォークリフト等の大型特殊自動車（ナンバープレートの分類番号：「９」  

「９０～９９」「９００～９９９」）、台車等 

（自動車税、または軽自動車税が課されるものを除く） 

６．工具、器具 

  および備品 

切削工具、作業工具、机、椅子、応接セット、陳列ケース、テレビ、ルームエア

コン、冷蔵庫、自動販売機、測定機器、計算機、看板、金庫、理容・美容機器、

医療機器、娯楽スポーツ機器等 

◎申告が必要な資産 

 令和３年１月１日現在において、事業の用に供することができる資産ですが、次のような資産も事業の

用に供することができる状態であれば申告が必要です。 

・建設仮勘定で経理されている資産 

・決算期以降１月１日までに取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産 

・簿外資産（帳簿には記載されていない資産で、現に所有している資産） 

・遊休・未稼働資産（１月１日現在稼動していないが、事業の用に供することができ、かつ、必要なとき

すぐに稼動させることができる資産） 

・償却済資産（償却可能限度額まで減価償却が終わり、備忘価格のみ帳簿に計上されている資産） 

・赤字決算等のため減価償却を行っていない資産であっても、本来減価償却可能な資産 

・資産の所有者が、他の者に貸し付けて、事業のために供している資産 

・改良費（資本的支出として資産計上されたものは、本体とは別の新たな資産となります） 

・企業等がその社員のために設置している福利厚生施設（医療用施設、食堂施設、寮・社宅、娯楽施設、

保養所等）内にある備品など間接的に事業の用に供されている資産 

・美術品（書画・骨董等）（時の経過により価値が減少しないことが明らかなものを除いて取得価格が   

１００万円未満のもの） 

◎リース資産 

 平成１９年度税制改正およびリース取引に係る会計基準の変更により、ファイナンス・リース取引のう

ち、所有権移転外ファイナンス・リース取引が、税務会計上売買取引として扱われることになりましたが、

固定資産税(償却資産)においては、従来どおり原則としてリース会社等資産の貸主(所有者)が当該資産を

申告する必要があります。ただし所有権留保付割賦販売は、原則として貸借人(買主)が申告してください。                     
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◎申告が不要な資産 

・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの（小型特殊自動車は軽自動車） 

・無形固定資産（例：ソフトウェア、特許権、商標権、電話加入権） 

・たな卸資産（商品、製品、半製品、原材料、仕掛品等） 

・耐用年数１年未満の資産 

・美術品（書画、骨董等）で歴史的価値を有し代替性のないもの 

（複製品のようなもので、単に装飾目的のみに使用されているものは申告の対象） 

・取得価格が１０万円未満で、一時に損金に算入されている資産（※） 

・取得価格が２０万円未満で、一括して３年間で償却する減価償却資産（※） 

（※）取得価格が同じであっても、償却資産の申告が必要かどうかは会計処理（償却方法）の選択により  

異なります。下の表で〇のついた資産は申告が必要となりますのでご注意ください。 

 １０万円未満 １０万円以上 

２０万円未満 

２０万円以上 

３０万円未満 

３０万円以上 

一時損金算入 ×    

３年一括償却 × ×   

中小企業特例 〇 〇 〇  

個別減価償却 〇 〇 〇 〇 

（〇：申告対象、×：申告対象外） 

◎非課税・課税標準の特例について 

 地方税法第３４８条および同法附則第１４条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固定

資産税が課税されません。 

 また地方税法第３４９条３および同法附則第１５条に規定する一定の要件を備える償却資産（変電およ

び送電施設、ガス事業製造供給施設、無公害化生産設備等の設備等）に対しては、課税標準の特例が   

認められています。これらの資産については、種類別明細書に該当条項を明記するとともに、内容が   

明確な資料を提出してください。 

 そして、令和３年度分に限り、要件を満たす中小事業者は特例適用申告書等必要書類一式を償却資産申

告書と併せて提出することで、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対

する固定資産税の課税標準の特例を受けることが可能となっています。 

◎国税資料等の閲覧について 

 地方税法第３５４条の２の規定により、所得税または法人税に関する書類について閲覧を行うことがあ

ります。閲覧した書類の内容と甲賀市への申告内容に差異が見受けられた場合は個別に確認させていただ

きますので、ご協力をお願いいたします。なお、調査結果により賦課決定を行いますので、あらかじめ  

ご了承ください。 

◎実地調査について 

 地方税法第３５３条及び４０８条の規定により、実地調査や帳簿書類等の調査を行うことがありますの

で、その際はご協力をお願いいたします。実地調査に伴って修正申告をお願いすることもありますが、現

年度だけでなく５年度分まで遡及して修正しますのでご了承ください。 

◎過年度取得資産について 

 また令和３年度申告書の「前年中に取得したもの（ハ）」欄に、過年度に新品又は中古取得された資産が

含まれている場合は、併せて該当する年度の修正申告の提出をお願いいたします。実地調査と同様、５年

度分まで遡及して修正いただくことになります。過年度の修正申告の提出がない場合は、当年度の申告書

を基に修正させていただきます。 

※過年度分について追加課税となった場合は、通常の納期とは異なり、納期は１回となります。 
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◎地方税（固定資産税償却資産）と国税の違い 

項  目 固定資産税の取り扱い 国税の取り扱い 

償却計算の期間 暦年（賦課期日制度） 事業年度 

 

 

 

 

減価償却の方法 

 

 

一般の資産は、固定資産税定率

法を適用 

（固定資産評価基準別表第１５

に定められた減価率を用いる。） 

※法人税法の旧定率法で用いる

減価率と同じ 

建物以外の一般の資産は、定率法・

定額法の選択制 

（定率法選択の場合） 

※平成２４年４月１日以降に取得

された資産は「定率法」（２００％）

を適用 

※平成１９年４月１日から平成 

２４年３月３１日までに取得され

た資産は「定率法」（２５０％）を

適用 

※平成１９年３月３１日までに取

得された資産は「旧定率法」を適用 

前年中の新規取得資産 半年償却（１／２） 月割償却 

圧縮記帳制度（注１） × 認められていない。 〇 認められている。 

特別償却・割増償却 

（租税特別措置法） 

× 認められていない。 〇 認められている。 

増加償却（注２） 

（所得税・法人税） 

〇 認められている。 〇 認められている。 

評価額の最低限度 取得価額の５／１００ 備忘価額（１円）まで 

改良費 区分評価 

（改良を加えられた資産と改良

費を区分して評価する。） 

原則区分評価 

少額の減価償却資産 

（耐用年数１年未満又は取得価

額１０万円未満） 

損金算入したものは課税対象と

ならない 

（本来の耐用年数を用いて減価

償却した場合は課税対象） 

〇 認められている。 

損金算入可能 

一括償却資産 

（取得価額が２０万円未満の減

価償却資産） 

３年間で損金算入したものは課

税対象とならない 

（本来の耐用年数を用いて減価

償却した場合は課税対象） 

〇 認められている。 

３年間で損金算入可能 

即時償却資産 

（中小企業者等の方が租税特別

措置法を適用して取得されて

10 万円以上 30 万円未満の減価

償却資産） 

課税対象になります。 

 

※耐用年数省令に応じた耐用 

年数を記入のうえ申告して 

ください。 

取得価格に相当する金額を損金ま

たは必要な経費に算入が可能 

 

（注１）圧縮記帳の制度は認められていませんので、圧縮額を含めた実際の取得額を記入して下さい。 

（注２）増加償却を行われた場合は、税務署への届出書の写しを添付して下さい。 

※ その他 短縮耐用年数承認を受けている場合は、国税局の承認通知書の写しを添付して下さい。 
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◎評価額の計算方法（旧定率法） 

 申告していただいた資産を１件ずつ取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして計算し、評価額を 

算出します。 

【前年中に取得のもの】 

  取得価額×前年中取得のものの減価残存率（Ａ）＝評価額 

【前年前に取得のもの】 

  前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率（Ｂ）＝評価額 

毎年この方法により計算し評価額が取得価額の５％に達するまで償却します。 

評価額が取得価額の５％未満になる場合は、５％となります。 

※（Ａ）及び（Ｂ）は、別添しております固定資産税（償却資産）申告の手引の５ページ減価残存率表を

参考にして下さい。 

 （例えば）取得価額：１，０００，０００円、取得価額の５％：５０，０００円 

      取得時期：令和２年９月、耐用年数：４年 

      減価残存率：（前年中）０．７８１、（前年前）０．５６２     

年度 評価額の求め方 評価額 

令和 3年度 １年目は半年償却 １，０００，０００×０．７８１＝７８１，０００ ７８１，０００ 

令和 4年度 ２年目以降前年評価額に減価残存率を乗じる 

７８１，０００×０．５６２＝４３８，９２２ 

 

４３８，９２２ 

令和 5年度 ４３８，９２２×０．５６２＝２４６，６７４ ２４６，６７４ 

令和 6年度 ２４６，６７４×０．５６２＝１３８，６３０ １３８，６３０ 

令和 7年度 １３８，６３０×０．５６２＝７７，９１０ ７７，９１０ 

令和 8年度 ７７，９１０×０．５６２＝４３，７８５ ＜ ５０，０００ 

評価額５％（50,000）より小さいため、評価額は５０，０００円 

 

５０，０００ 

令和 8年度での算出額が取得価額の５％より小さくなりますので、以降、償却資産が無くなるまで 

５０，０００円で評価されます。 

（償却済資産であっても、資産を事業の用に供している間は固定資産税の課税標準額の対象となります。） 

 

◎価格の決定・税率等について 

区分 説明 

価格の決定 

償却資産の価格等は、申告された資産の取得価額を基礎として、取得後の経過年数

に応ずる価値の減少（減価）を考慮して評価し、３月３１日までに市長が価格   

（評価額）を決定します。 

決定価格 
「評価額の合計」が決定価格になります。（「課税標準額の特例」の適用がある場合

を除き、決定価格が課税標準額となります。） 

課税標準額 1月 1日現在の価格（評価額）で、課税台帳に登録された価格をいいます。 

税額・税率 
税額（１００円未満切捨て）は土地、家屋と合算して、 

課税標準額（１，０００円未満切捨て）×税率１．４％で算定します。 

免税点 
課税標準額が１５０万円未満の場合は、課税されません。 

ただし、地方税法第３８３条の規定により申告しなければなりません。 

納 期 一括または４回（５月・７月・１２月・２月）に分けて納めていただきます。 
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◎償却資産の申告について 

１．申告していただく方 

 工場や商店などを経営していたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなどの事業を行っている

方で、１月１日現在に償却資産を所有している方です。地方税法第３８３条の規定により、毎年１月１日

（賦課期日）現在の所有状況を申告する義務があります。 

 

２．提出していただく書類 

（１）必ず提出していただくもの 

①償却資産申告書 

・所有者に変更（死亡や名義変更等）があった場合は、朱書きで訂正のうえ申告してください。 

廃業されている場合は、備考欄に「◎年◎月廃業」と記入してご提出ください。 

・所有者（氏名又は名称）欄へは押印してご提出ください。（本市にご提出いただく償却資産申告書につ

きましては従来通り、電子申告（eLTAX）以外の方法で申告いただく場合は押印していただきますよう

お願いいたします）法人の場合は、代表印を押印してください。（代表印がない場合は私印で可） 

・独自の申告書を使用される場合は、所有者コード確認のため本市の申告書の添付をお願いします。 

②種類別明細書 

【増加資産がある場合】資産の種類・資産の名称・数量・取得年月・取得価額・耐用年数・増加事由を

必ず記載してください。 

【減少資産がある場合】抹消コードは、資産コードを記入してください。 

※ 減少した資産の一覧がないと確認作業が困難となります。種類別明細書（減少資産用）が無い場合、

独自様式で結構ですので資料添付をお願いいたします。 

（２）該当する資産がある場合に提出していただくもの 

 課税標準の特例がある資産を所有されている場合…事実を証明する書類 【9・10ページ目に例示】 

 増加償却をされた場合・・・・・・・・・・・・・税務署長への届出書（写） 

 短縮耐用年数を適用された場合・・・・・・・・・国税局長の承認通知書（写） 

 

（３）番号法に定める本人確認の実施 

  平成２８年１月１日以後に提出する償却資産申告書の様式にマイナンバー（個人番号）・法人番号

記載欄が追加されました。これにより、個人番号を記載した申告書を提出いただく際、番号法に  

定める本人確認（番号確認、身元確認及び代理権確認）を実施させていただきます。申告の際は、

以下の本人確認資料をお持ちください。また、郵送の場合は本人確認資料の写しを添付しご提出 

ください。なお、法人番号を記載した申告書を提出いただく場合や電子申告（eLTAX）による申告の

場合には、本人確認資料の提示・添付は不要です。 

 Ⅰ．本人が申告書を提出する場合 

番 号 確 認 資 料 「個人番号カード」「通知カード」「住民票の写し（個人番号付き）」等 

身 元 確 認 資 料 「個人番号カード」「運転免許証」「旅券」等 

 Ⅱ．代理人が申告書を提出する場合 

本人の番号確認資料 
「本人の個人番号カード」「本人の通知カード」 

「本人の住民票の写し（個人番号付き）」等 

代理人の身元確認資料 
「代理人の個人番号カード」「代理人の運転免許証」「代理人の旅券」 

「代理人の税理士証票」等 

代 理 権 確 認 資 料 「委任状」「税務代理権限証書」等 
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◎減価償却内訳明細書添付のお願い 

 適正・更正な課税を推進するため、申告書の内容と照合いたします。資産名称、取得年月、取得価格、

耐用年数、数量の分かる資料提出のご協力をお願いいたします。 

（１） 法人事業者の場合：法人確定申告書「別表１６」の基となった減価償却資産の内訳 

（２） 個人事業主の場合：確定申告提出用の決算書または収支内訳書の減価償却資産の内訳 

※固定資産台帳や減価償却資産の計算書等 

◎申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合 

正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第３８６条および甲賀市税条例第７５条の

規定により過料が科されることがあります。また虚偽の申告をされた場合には、地方税法第３８５条の

規定により、罰金を科されることがあります。 

◎同封している様式について 

 様式は各１部ずつ同封しておりますが、足りない場合は増刷りしてお使いください。あるいは、市 HPに

掲載している様式をご利用ください。 

◎郵送での控えの返却について 

 申告書の控えが必要な場合は、住所・宛名を記入し必要分の切手を貼り付けた返信用封筒を同封して 

ください。同封のない場合は返送いたしかねますので、あらかじめご了承ください。 

◎申告書の送付について 

 電子申告（eLTAX）や独自システムによる帳票での申告の方で、申告書の送付が不要な場合はご連絡  

ください。次年度よりハガキでのご案内とさせていただきます。 

◎償却資産申告書の記入について 

  太枠の中をご記入ください。 

 

   3  1   15 
３ 

 

法人の場合は本店所在地または納税通知書発送先

を記入してください。また氏名には代表者名を記入

し代表者印を押印ください。 

 

  

 

 

 

電算申告の場合、記入してください 

資産の所在地を記入

してください 

〇△リース㈱ 

 

添付書類がある場合はその名称 

所有者の住所・名称等に異動があっ

た場合は異動年月日、旧住所・名称 

その他申告に必要な事項などを記

載してください。 

 

甲賀市長 

該当する方を〇で

囲んでください 
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◎種類別明細書の記入について 

  太枠の中をご記入ください。 

 

 

 

 

  

 

 

こ
の
欄
は
記
入
不
要
で
す 

こ
の
欄
は
記
入
不
要
で
す 

 ３ 

  

 
 

     

 
 

  

 

  

 

資産の種類 

１：構築物 

２：機械及び装置 

３：船舶 

４：航空機 

５：車両及び運搬具 

６：工具、器具及び備品 
【摘要】課税標準の特例が適用される資産や増加資産の

特記すべき事項などについてその旨表示してください。 

 

【資産の名称】【取得年月】【取得価額】

【耐用年数】を記入してください。 

【資産の名称】【取得年月】【取得価額】

【耐用年数】を記入してください。 

資産の種類 

１：構築物 

２：機械及び装置 

３：船舶 

４：航空機 

５：車両及び運搬具 

６：工具、器具及び備品 

同
封
し
て
い
る
償
却
資
産
種
類
別
明
細
の 

資
産
コ
ー
ド
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い 

 

除却年月やその他     

特記すべき事項を  

記入してください 

 

【増加事由】該当する増加事由を  で囲んでください。 

１：新品取得、２：中古取得、３：移動による受け入れ、４：その他 

３の場合、移動前の所在地を、４の場合、理由を摘要欄に記入してください。 

 

 ３ 
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アパート・駐車場等の事業を営んでいる方へ 

◎償却資産の申告について 

アパート・駐車場等の不動産賃貸業を経営されている方で、事業用資産を所有する場合は償却資産と 

して課税の対象となります。償却資産の所有者は地方税法第３８３条の規定により、その申告が義務付け

られています。耐用年数が経過し減価償却済みとなった資産であっても、事業のために所有されている 

限り毎年申告が必要になります。資産の増減がない場合も同様に毎年申告が必要です。 

◎家屋と償却資産の区分について 

建物本体や電気設備、衛生設備、空調設備等の附帯設備の中で、家屋と構造上一体となっているものに

ついては家屋に該当するため、償却資産の対象にはなりません。 

◎該当する主な資産と耐用年数 

資産の種類 資産 耐用年数 

構築物 駐車場などのアスファルト舗装 10年 

コンクリート舗装、コンクリートブロック塀 15年 

外周フェンス（金属製）、外灯 10年 

側溝 15年 

屋外給排水設備 15年 

緑化施設（花壇など） 20年 

自転車置き場、ごみ置き場 7年 

 

 

機械および装置 

受変電設備 15年 

中央監視制御装置 10年 

無人駐車管理装置（オートロック式、ゲート式） 5年 

バイク及び自転車用の駐輪装置 10年 

太陽光発電設備 17年 

工具・器具および備品 冷暖房設備（ルームエアコン・蓄熱暖房機など） 6年 

※上記の耐用年数は標準的なものであり、構造または用途により異なる場合があります。 

 減価償却資産の耐用年数表に関する省令により、必要経費に算入されている耐用年数での申告をお願い

します。 

◎償却資産と家屋の区分について（例示） 

設備の種類 償却資産とするもの 家屋とするもの 

電気設備 

動力配線設備 特定の生産や業務用のもの 左記以外のもの 

照明器具設備 外灯、非常用（誘導灯、非常灯） 屋内のもの 

その他 
電力引込工事、中央監視装置、受変電設

備、予備電源装置、ＬＡＮ設備 

電灯コンセント配線設備 

給排水設備 
水道引込設備、屋外の給排水設備、 

特定の生産や業務用のもの 

屋内の給排水設備 

給湯設備 
屋外の配管 

給湯器（屋内壁掛型） 

貯湯式給湯設備 

給湯器（屋外据置型） 

ガス設備 屋外の供給本管（メーター外側）、引込工事 配管、バルブ、ガスカラン 

空調設備 
ルームエアコン（壁掛型）、特定の生産

や業務用のもの、クリーンルーム設備 

家屋と一体となっている設備

（ビルトインエアコン等） 

その他 ごみ処理設備、広告塔、看板、外構等 作り付けの家具、自動扉等 

※その他の設備について、償却資産の対象となるかどうか不明の場合はお問い合わせください。 
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◎課税標準の特例措置について 

 地方税法第３４９条の３及び同法附則第１５条等に規定する一定の要件を備える償却資産に対しては、

課税標準の特例が認められています。 

≪地方税法附則第１５条第４１項及び附則第６２条（生産性向上特別措置法）≫  

平成３０年６月６日施行の生産性向上特別措置法において措置された中小企業等が、設備投資を通じて

労働生産性の向上を図るための計画、「先端設備等導入計画」を市から認定を受けた場合、適用期間内に取

得された対象資産にかかる固定資産税を３年間ゼロに軽減する税制支援を受けることができます。（ただし、

対象者の条件有） 

なお、地方税法附則第１５条第４１項にかかる特例のお問い合わせ、および「先端設備等導入計画」認定

のための手続きにつきましては、甲賀市 産業経済部 商工労政課にて受付いたします。 

甲賀市 産業経済部 商工労政課 お問い合わせ先 

電話 ０７４８－６９－２１８７  FAX  ０７４８－６３－４０８７ 

※この特例に関する様式及び法律等の詳細については、甲賀市ホームページの商工労政課の下記案内ページをご覧ください。

h t t p : / / w w w . c i t y . k o k a . l g . j p / 8 2 9 5 . h t m  

対象者 先端設備等計画の認定を受けた中小企業者等の法人、個人事業主など 

対象資産 法施行日（平成３０年６月６日）以降から令和５年３月３１日の間に取得した生産性を高める機

械装置等。一定期間内に販売された生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均１％以上向上するもの  

平成 30 年 6 月 6 日～令和 5 年 3 月 31 日に取得 

資産の種類 1台（基）の取得価格／販売開始時期 

機械及び装置 160万円以上／10年以内 

工具 30万円以上／ 5年以内 ※１ 

器具及び備品 30万円以上／ 6年以内 

建物附属設備 60万円以上／14年以内  ※２ 

※１工具については、測定工具及び検査工具に限る       ※２償却資産として課税されるものに限る 

申告に必要な添付書類 

●中小企業者等が取得もしくは所有権移転リース（中小企業等が納税する場合） 

・計画申請書（写）、計画認定書（写）、工業会の証明書（写） 

●所有権移転外リースもしくは所有権移転リース（リース会社が納税する場合） 

上記に加え、リース契約書（写）、固定資産税軽減計算書（写） 

 

≪地方税法旧附則第１５条第４３項（中小企業等経営強化法）≫  

 平成２８年７月１日施行の中小企業等経営強化法により、中小企業が新たに取得する資産について一定

の要件を満たした場合、対象資産にかかる固定資産税を３年間２分の１に軽減します。この特例措置は平成

３１年３月３１日をもって終了し、平成３１年４月１日以降に取得等をした設備は対象外となります。しか

し適用期限内に取得された資産を当市に移動された場合は、残りの適用期間について、当市で特例の適用を

受けていただくことが可能になるため、添付書類とともに申告いただきますようお願いたします。 

申告に必要な添付書類 

●中小企業者等が取得もしくは所有権移転リース（中小企業等が納税する場合） 

・計画申請書（写）、計画認定書（写）、工業会の証明書（写） 

●所有権移転外リースもしくは所有権移転リース（リース会社が納税する場合） 

上記に加え、リース契約書（写）、固定資産税軽減計算書（写） 

※中小企業等経営強化法による支援について詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。 

 h t t p : / / w w w . c h u s h o . m e t i . g o . j p / k e i e i / k y o k a / i n d e x . h t m l 

令和 2 年 4 月 30 日～令和 5 年 3 月 31 日に取得 

資産の種類 1台（基）の取得価格／販売開始時期 

構築物 120万円以上／14年以内      

事業用家屋 取得価格の合計額が 300 万円以上の

先端設備等とともに導入されたもの 
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≪地方税法附則第１５条第３０項（再生可能エネルギー）≫  

電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法により、新たに取得した資産につ

いて一定の要件を満たした場合、対象資産にかかる固定資産税を３年間軽減します。適用期間によって用件

及び特例率が異なります。 

 

適用期間及び資産の種類  

認定発電設備…経済産業省による「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の認定を受けて取得された発電設備 

〈適用期間１〉 

 

〈適用期間２〉 

 

〈適用期間３〉「水力発電（5千 kw以上）」以外の発電方法につきましては、改正後も〈適用期間３〉の用件と特例率のまま 

令和 4年 3月 31日まで期間延長となりました。 

 

〈適用期間４〉変更点は期間と「水力発電（5千 kw以上）」の特例率のみとなります。その他の発電方法は、用件と特例率が

同じまま期間延長となりましたので、省略しています。〈適用期間３〉の表をご参照ください。 

 

※１ … 再生可能エネルギー事業者支援事業補助金あるいは再生可能エネルギー電気・熱自立的普及促進事業補助金を

受けて取得されているものに限る 

 

申告に必要な添付書類 

（認定発電設備の場合） 

・経済産業省が発行する「再生可能エネルギー発電設備を用いた発電の認定について（通知）」の写し 

・電力会社との「再生可能エネルギー発電に関する電力受給契約のご案内」の写し 

（認定外発電設備の場合） 

・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることが分かる書類の写し 

取得期間 平成 24年 5月 29日～平成 28年 3月 31日 特例率 

対象資産 認定発電設備 太陽光発電・風力発電・中小水力発電・地熱発電・バイオマス発電 対象資産全て ３分の２ 

取得期間 平成 28年 4月 1日～平成 30年 3月 31日 特例率 

対象資産 

認定外発電設備 太陽光発電  ※１ 
３分の２ 

認定発電設備 
風力発電 

中小水力発電（3万 kw未満）・地熱発電・バイオマス発電（2万 kw未満） ２分の１ 

取得期間 平成 30年 4月 1日～令和 2年 3月 31日 特例率 

対象資産 

認定外発電設備 
太陽光発電（千 kw未満）※１ ３分の２ 

太陽光発電（千 kw以上）※１ ４分の３ 

認定発電設備 

風力発電（20kw未満） ４分の３ 

風力発電（20kw以上） ３分の２ 

水力発電（5千 kw未満） ２分の１ 

水力発電（5千 kw以上） ３分の２ 

地熱発電（千 kw未満） ３分の２ 

地熱発電（千 kw以上） ２分の１ 

バイオマス発電（1万 kw未満） ２分の１ 

バイオマス発電（1万 kw以上 2万 kw未満） ３分の２ 

取得期間 令和 2年 4月 1日～令和 4年 3月 31日 特例率 

対象資産 
(変更点のみ記載) 

認定発電設備 水力発電（5千 kw以上） ４分の３ 
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≪地方税法附則第６１条（新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の特例）≫  

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小企業者・

小規模事業者等の所有する事業用家屋及び償却資産について、令和３年度課税分に限り、事業収入の減少

率に応じて、固定資産税の課税標準額の特例措置を受けることができます。 

 

対象者 令和２年２月から１０月までの任意の連続する３ケ月間の事業収入の合計が、前年同期間の事業

収入の合計に比べて、３０％以上減少している中小事業者等 

 

「中小企業者・小規模事業者（中小事業者等）」とは 

・資本金の額又は出資金の額が１億円以下の法人 

・資本又は出資を有しない法人又は個人は、従業員１，０００人以下の場合 

 

事業収入の減少割合及び軽減率  

 令和２年２月から１０月までの任意の連続する３ケ月間の 

 事業収入の合計の対前年同期比減少率 
軽減率 

  ３０％以上５０％未満減少の場合   ２分の１ 

  ５０％以上減少の場合    全額 

 

対象資産 

・事業用家屋 

  所有する事業用家屋  

※事業の用に供している部分のみで、居住の用に供している部分は適用対象外 

 

・償却資産 

  

 

申告に必要な添付書類 

・新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の

特例の申告書（認定経営革新等支援機関等の確認を受けた原本）※ 

・認定経営革新等支援機関等に提出した書類一式（コピー可） 

※様式については http://www.city.koka.lg.jp/15168.htmをご覧ください。  

 

注意事項 

・特例措置の対象となることについて、あらかじめ「認定経営革新等支援機関等」の確認を受ける必要があ

ります。 

・申告期限を過ぎてしまった場合、特例措置を受けることができなくなりますので、必ず期間内に申告をお

願いします。 

・適用要件の詳細や確認依頼に必要な書類、申告手続きについては、中小企業庁のホームページの下記案内

ページをご参照ください。 

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2020/200501zeisei.html 

 

 

 

 


